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南陽市教育委員会       

 

市内中学校における休日部活動の地域展開について（お知らせ） 
 

日頃より、本市の教育に対しましてご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

さて、標記の件につきまして、「令和８年４月より、原則、休日の部活動を行わない」方針に

基づき、部活動地域展開検討委員会では、引き続き休日の地域スポーツ・文化芸術活動の整備等

を検討してまいりました。 

つきましては、市内中学生の休日活動のイメージや、現在の整備状況の進捗について整理いた

しましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１ 休日部活動の地域展開で変わること（平日の部活動は任意加入です） 

〇休日に部活動が行われなくなり、生徒は休日の過ごし方に選択肢が増えます。 

（例）休日は活動に参加せず、休養や家族との時間等にする。 

   休日は民間のクラブや文化芸術団体、習い事等に参加し、自己を高める。 

     平日の部活動と違う種目の地域クラブに参加し、新しい技能を身に付ける。 

   平日の部活動と同じ種目の地域クラブに参加し、さらに技能を高める。 

〇休日に活動を行う地域クラブでは、地域の指導者が専門的な指導にあたります。 

※小・中学校の教職員が、兼職兼業届を提出して指導にあたることもあります。 

  

２ 南陽市における休日活動（地域クラブ活動）のイメージ図 

 

イメージ図の詳細については裏面をご覧ください 



３ 休日に活動を行う地域クラブについて 

（１）南陽市スポーツ文化芸術クラブ（仮称）を設立し、地域クラブの運営や活動を支えます。 

（２）地域クラブは、南陽市スポーツ文化芸術クラブ（仮称）に加盟する団体であり、国や県、

市の認定基準に従い、市が認定したクラブとします。 

※地域クラブは、市内中学校に設置している部活動の種目に限らず、スポーツ及び文化芸

術分野において幅広く捉えて設定します。 

※現在、地域クラブとして活動する団体を募集しています。 

（３）地域クラブの指導者は、市が提供する指導者研修会に参加し、修了証を得た方のみが対象

となります。 

（４）南陽市スポーツ文化芸術クラブ（仮称）及び地域クラブにおいて受益者負担が発生します。

ただし、生徒が地域クラブで活動しやすくするために、市費を含めた公的資金の投入を検討

しています。 

※南陽市スポーツ文化芸術クラブ（仮称）については、入会金、月活動費（指導者の報酬、

保険加入料、システム（アプリ）使用料、事務局雇用費を予定しています。 

※各地域クラブについては、必要なユニホーム代や大会参加料等を地域クラブの実情に応

じて徴収します。 

（５）地域クラブの活動場所は、市内公共施設や各中学校施設を想定しています。 

※地域クラブの実情や大会参加等により、会場が上記施設と異なる場合もございます。 

※活動場所までの移動は、各クラブ、各自での対応となります。  
 

 

４ その他 

（１）部活動地域展開検討委員会では、引き続き、地域スポーツ・文化芸術活動の整備等を行っ

てまいりますので、上記以外の詳細につきましては、随時ご連絡いたします。 

（２）ご不明な点がございましたら、下記担当までお問い合わせ願います。 

 

南陽市教育委員会は、これからも児童生徒の将来にわたる楽しみや喜び、生きがいを創造 

していけるよう努めてまいります。 
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